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市川市退職年金等の年額の改定に関する条例等の一部改正について 

 

市川市退職年金等の年額の改定に関する条例等の一部を改正する条例を次の

ように定める。 

  平成２０年９月５日提出 

市川市長  千 葉  光 行 

 

 

 

市川市条例第  号 

市川市退職年金等の年額の改定に関する条例等の一部を改正する

条例 

（市川市退職年金等の年額の改定に関する条例の一部改正） 

第１条 市川市退職年金等の年額の改定に関する条例（昭和４５年条例第４号）

の一部を次のように改正する。 

 第１条中「平成１２年４月分」を「平成１９年１０月分」に改める。 

第２条中「平成１２年３月３１日」を「平成１９年９月３０日」に、「平

成１２年４月分」を「平成１９年１０月分」に改める。 

 別表を別紙のように改める。 

（市川市退職年金等の年額の改定に関する条例の一部を改正する条例の一部

改正） 

第２条 市川市退職年金等の年額の改定に関する条例の一部を改正する条例

（昭和５０年条例第１号）の一部を次のように改正する。 

 附則第２項中「平成１２年４月分」を「平成１９年１０月分」に改め、同

項の表を次のように改める。 



区  分 金  額 

退職年金 １,１３２,７００円に調整改定率（恩給法

（大正１２年法律第４８号）第６５条第２

項に規定する調整改定率をいう。以下同

じ。）を乗じて得た額 

遺族年金 ７９２,０００円に調整改定率を乗じて得

た額 

備考 この表の右欄に掲げる額に５０円未満の端数があるときはこれ

を切り捨て、５０円以上１００円未満の端数があるときはこれを

１００円に切り上げるものとする。 

（市川市退職年金等の年額の改定に関する条例等の一部を改正する条例の一

部改正） 

第３条 市川市退職年金等の年額の改定に関する条例等の一部を改正する条例

（昭和５３年条例第２号）の一部を次のように改正する。 

附則第２項第１号中「２６７,５００円」を「恩給法等の一部を改正する法

律（昭和５１年法律第５１号。次号及び第３号において「改正法」という。）

附 則 第 １ ４ 条 第 １ 項 第 １ 号 に 規 定 す る 額 」 に 改 め 、 同 項 第 ２ 号 中     

「１５２,８００円」を「改正法附則第１４条第１項第２号に規定する額」に

改め、同項第３号中「１５２,８００円」を「改正法附則第１４条第１項第３

号に規定する額」に改める。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行し、第１条の規定による改正後の市川市退職

年金等の年額の改定に関する条例の規定、第２条の規定による改正後の市川市

退職年金等の年額の改定に関する条例の一部を改正する条例附則第２項の規定

及び第３条の規定による改正後の市川市退職年金等の年額の改定に関する条例

等の一部を改正する条例附則第２項の規定は、平成１９年１０月１日から適用

する。 



別表 

退職年金年額の計算

の基礎となっている

給料年額 

仮定給料年額 

２,２７７,８００円 ２,２７７,８００円に調整改定率（恩給法（大正

１２年法律第４８号）第６５条第２項に規定する調

整改定率をいう。以下同じ。）を乗じて得た額 

２,３９２,８００円 ２,３９２,８００円に調整改定率を乗じて得た額 

２,５２０,０００円 ２,５２０,０００円に調整改定率を乗じて得た額 

２,５８４,９００円 ２,５８４,９００円に調整改定率を乗じて得た額 

２,６４６,８００円 ２,６４６,８００円に調整改定率を乗じて得た額 

２,７３５,２００円 ２,７３５,２００円に調整改定率を乗じて得た額 

２,７８７,３００円 ２,７８７,３００円に調整改定率を乗じて得た額 

２,９３８,０００円 ２,９３８,０００円に調整改定率を乗じて得た額 

３,０１２,９００円 ３,０１２,９００円に調整改定率を乗じて得た額 

３,０９０,９００円 ３,０９０,９００円に調整改定率を乗じて得た額 

３,２４１,４００円 ３,２４１,４００円に調整改定率を乗じて得た額 

３,３９３,０００円 ３,３９３,０００円に調整改定率を乗じて得た額 

３,４３２,６００円 ３,４３２,６００円に調整改定率を乗じて得た額 

３,５５７,９００円 ３,５５７,９００円に調整改定率を乗じて得た額 

３,７３５,７００円 ３,７３５,７００円に調整改定率を乗じて得た額 

３,９１１,９００円 ３,９１１,９００円に調整改定率を乗じて得た額 

４,０２０,６００円 ４,０２０,６００円に調整改定率を乗じて得た額 

４,１２６,７００円 ４,１２６,７００円に調整改定率を乗じて得た額 

備考 この表の右欄に掲げる額に５０円未満の端数があるときはこれを

切り捨て、５０円以上１００円未満の端数があるときはこれを１００

円に切り上げるものとする。 



理  由 

 

  恩給法等の改正に伴い、地方公務員等共済組合法の施行前に退職した本市

職員に係る退職年金等の年額の改定方法を改める必要がある。  

  これが、この条例案を提出する理由である。 

 


